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日程第５ 議案第11号 大阪狭山市社会教育委員の退任並びに委嘱について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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教育長（竹谷好弘） 

 それでは、ただいまより令和５年第６回の教

育委員会定例会議を開催します。 

 出席委員数は定足数に達しておりますので、

会議は成立しておりますことをご報告いたしま

す。 

 なお、議事録の署名委員は、規則によりまし

て、田川委員、それから河合委員を指名いたし

ます。よろしくお願いします。 

 教育長活動報告でございますが、次第を１ペ

ージめくっていただきまして、今回６月は議会

月でございました。６月１日に本会議初日とい

うことで、27日までの会期でございました。 

 ６月８日に視察（狭山中）とございます。こ

れは、学校図書館を活用した授業の様子を大阪

府教育庁が視察をされるということで同行いた

しております。 

 ６月15、16日には代表質問、個人質問がござ

いました。教育関連の質問に市の考え、方針等

をお答えしております。これはまた後ほどご報

告をいたします。 

 ６月17日、大阪府在日外国人教育研究協議会

ということで、これは富田林市のすばるホール

のほうで全体会に出席いたしました。第31回の

研究集会ということになっております。 

 その他各種会議等に出席をいたしております。 

 以上でございますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、早速ですけれども、議事に移りた

いと思います。 

 本日の議案でございますが、日程第１、議案

第10号、大阪狭山市文化財保護審議会委員の委

嘱についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

歴史文化グループ課長（森口健次） 

 歴史文化グループより説明させていただきま

す。 

 それでは、日程第１、議案第10号、大阪狭山

市文化財保護審議会委員の委嘱についてご説明

いたします。 

 議案書の１ページ、２ページをお願いいたし

ます。着座にて失礼します。 

 大阪狭山市文化財保護条例に基づき設置して

おります文化財保護審議会の委員の任期が令和

５年７月22日で満了することに伴いまして、７

人の委員を再任し、新たに歴史地理学をご専門

にされる京都府立大学准教授の上杉和央氏を加

え、合わせて８人の委員を委嘱いたしたく提案

するものでございます。 

 任期は、令和５年７月23日から令和７年７月

22日までの２年間でございます。 

 以上、簡単な説明でございますが、ご審議い

ただき、ご承認くださいますようお願い申し上

げます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございますでしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については承認されました。 

 続きまして、日程第２、報告第21号、大阪狭

山市いじめ問題調査委員会専門委員の委嘱につ

いてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（浜口亮） 

 それでは、日程第２、報告第21号、大阪狭山

市いじめ問題調査委員会専門委員の委嘱につい

てご説明させていただきます。 

 資料は３ページから４ページでございます。 

 大阪狭山市いじめ問題調査委員会につきまし

ては、昨年12月の教育委員会からの諮問に基づ
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き、現在も調査を進めているところでございま

すが、関係者への聴取や収集した情報の検証等、

調査の補助に必要であるため、資料４ページに

記載の方を専門委員として置くこととし、令和

５年６月12日に委嘱させていただいたものでご

ざいます。 

 なお、任期につきましては、条例の規定によ

りまして、委嘱の日から当該調査が終了した日

までとなります。 

 以上、誠に簡単な説明でございますが、よろ

しくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第22号、いじめ

防止基本方針の改訂についてを議題といたしま

す。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（中本真

司） 

 それでは、日程第３、報告第22号、いじめ防

止基本方針の改訂についてご説明いたします。

着座にて失礼します。 

 資料は、別紙資料でございます。 

 今回の改正は、令和５年２月７日付の文部科

学省通知「いじめ問題への的確な対応に向けた

警察との連携等の徹底について」と令和５年３

月10日付の文部科学省事務連絡「いじめ重大事

態に関する国への報告について」によるもので

ございます。 

 １つ目の「いじめ問題への的確な対応に向け

た警察との連携等の徹底について」の趣旨は、

重大ないじめ事案等における警察への速やかな

相談、通報の徹底やいじめ対応における児童生

徒への指導、支援の充実、保護者への普及啓発

などいじめ問題への対応に当たり、改めて確認、

取組の徹底を図るものでございます。 

 また、２つ目の「いじめ重大事態に関する国

への報告について」の趣旨につきましては、令

和５年４月１日より、文部科学省はこども家庭

庁とともに各学校または学校の設置者が行うい

じめ重大事態調査について必要に応じて助言等

を行い、運用、改善を図るなどの取組を行うこ

ととしているため、いじめ重大事態の発生に関

する報告、いじめ重大事態調査の開始に関する

報告、いじめ重大事態調査報告書の提出が必要

になるものでございます。 

 それらを踏まえ、加筆修正した部分を別紙資

料の中で赤色の文字でお示ししております。 

 ５ページをご覧ください。 

 関係機関との連携について、いじめ問題への

的確な対応に向けた警察との連携等の徹底につ

いて追記しております。 

 ６ページの下段、早期発見のための措置とい

たしまして、現在取り組んでいますＡＩを用い

たスクリーニングシステムについて追記してお

ります。 

 続きまして、９ページをご覧ください。 

 重大事態の報告について、大阪府教育庁を通

じて文部科学省に報告することを追記いたしま

した。 

 また、９ページの下段から10ページ上段にか

けて、重大事態の調査主体や調査を行うための

組織についても、個別の事案ごとに判断してい

くことを明記いたしました。 

 最後に、12ページをご覧ください。 

 追記した概要に合わせて、フロー図につきま

しても変更いたしました。 
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 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問ご

ざいませんでしょうか。 

 井上委員。 

教育委員（井上寿美） 

 改訂される中身に関しては、了解というか特

に質問というものはないんですが、この改訂の

機会にちょっと皆さんでご検討いただきたいな

と思うことがございまして、お話しさせていた

だいてもよろしいでしょうか。 

 ３ページのところで、いじめの定義で米印が

あって、「『児童等』とは、学校に在籍する児

童又は生徒をいう」という、すごくもうスタン

ダードに定義を書いてくださっているんですけ

れども、これですと、例えば就学前の子どもた

ちで特に保育現場にいる子どもたちです。幼稚

園の場合は学校というふうに入るのかもしれま

せんけれども、こども園とか保育所の子どもた

ちが対象にはなってこないというところがござ

います。 

 それで、以前、大津市で公立の保育園に通う

子どもがＬＧＢＴＱですごくいじめられて、そ

のことに対して親御さんが大津市に調査するよ

うにとおっしゃったときに、最初の段階では、

この定義に当てはまらないから、そういう出来

事が起こっていたということは取りあえず認め

るけれども重大事態には当たらないんだという

ことで一旦市のほうが調査をしないという決断

を下し、その後、第三者委員会が動いて、報告

書も出ておりますけれども、やっぱりここの定

義が、児童等とは学校に在籍する児童または生

徒をいうとなれば、そういう大津市のような意

見も出てこざるを得ないよねというふうに思っ

てしまいますと、ここをもう少し、何か学校に

在籍する児童または生徒「等」を入れるとか、

ちょっと柔軟な一言が入っているとあらゆる子

どもたちが対象になるのではないかなと。そう

いった大津市の報告書を読ませてもらっても、

就学前の段階であってもやっぱりいじめという

のは起こり得ます。 

 だから、まだ子どもが幼いからいじめは関係

ないということにはならないので、今回は国の

ほうからのを受けてのいろいろな改訂なので、

今すぐに議論してどうこう、今回のこの中身を

変えてくださいということではありませんが、

ちょっと継続的にご議論いただいて、あらゆる

全ての大阪狭山市の子どもたちが対象になるよ

うなものに変えていっていただけないかなとい

うお願いと意見です。よろしくお願いします。 

教育長（竹谷好弘） 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（中本真

司） 

 失礼いたします。一応ここに書かせていただ

いているのは、いじめ防止対策推進法の法の中

の文言を用いて一応書かせていただいておりま

す。 

 ただ、やはり子どもという大きなくくりで、

やはりいじめ防止という観点から、そのあたり

のことはやっぱり断続的に考えていかなくては

いけないなとは思っております。国の動向含め

て、この後また引き続き考えていきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ほかに何かご意見は。 

教育委員（河合洋次） 

 質問なんですけれども、重大事態への調査主

体ということで、学校が主体となる調査、あと

大阪狭山市教育委員会が主体となる調査という

ふうにあるんですけれども、それぞれ個別に事

案ごとに対応しますよというふうに今説明いた
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だきました。 

 それで、この２つの調査の具体的な違いとい

うのはどのあたりにあるのかということを教え

ていただけますか。 

教育長（竹谷好弘） 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（中本真

司） 

 学校が主体となる調査、特にこの２号事案に

関してですけれども、不登校という性質上、や

はり学校が窓口になって、当然教育委員会とし

てもサポートはしてはいくんですけれども、学

校が聞き取りの主体となっていくという機会が

多いので、学校主体という形になっております。 

 もう一つの委員会のほうが主体というのは、

もう学校との関係性が完全に崩れてしまって、

保護者との中で。そういった、もう手がつけら

れなくなっているときというのは教育委員会が

主体かなというふうに考えております。 

教育委員（河合洋次） 

 ありがとうございます。 

 またこの制度の改訂というか、追記になって

おりますので、また各学校のほうに十分周知の

ほうよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

教育長（竹谷好弘） 

 ほかに何かご質問、ご意見等ございませんで

しょうか。よろしいでしょうか。 

 ほかにないようでございますので、本案を原

案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については承認されました。 

 続きまして、日程第４、報告第23号、大阪狭

山市立東小学校増築工事の契約締結についてを

議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育施設グループ課長（神楽所保則） 

 報告第23号、大阪狭山市立東小学校増築工事

の契約締結についてご説明いたします。 

 資料は６ページから８ページとなってござい

ます。 

 本件につきましては、公立学校施設整備費国

庫負担金を活用し、実施するものでございます。 

 今月22日に入札が行われ、翌日の23日付で仮

契約を締結しておりましたが、予定価格が議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決

が必要となる金額となることから、６月27日に

開催されました６月定例月議会の本会議最終日

に契約締結に関する議案を上程させていただき、

本契約の議決をいただきましたのでご報告をさ

せていただくものでございます。 

 契約の内容でございますが、契約の相手方に

つきましては、堺市北区南花田町36番地１の大

容建設株式会社でございます。 

 契約金額は、税込みで２億6,797万7,600円で

ございます。 

 工期は、議会議決日の翌日から令和６年３月

31日まででございます。 

 工事の主な内容につきましては、軽量鉄骨造

りの２階建て３教室の校舎の増築及び既存の多

目的室の改修工事のほか、同工事に伴う電気設

備、機械設備工事などでございます。 

 資料８ページの斜線部につきましては、施工

箇所を示しております。 

 説明は以上でございます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございませんでしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 ご異議なしと認めます。 

 本案については承認されました。 

 続きまして、追加議案でございます。 

 日程第５、議案第11号、大阪狭山市社会教育

委員の退任並びに委嘱についてを議題といたし

ます。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

社会教育グループ課長（東野貞信） 

 社会教育グループにて説明いたします。 

 日程第５、議案第11号、大阪狭山市社会教育

委員の退任並びに委嘱についてご説明申し上げ

ます。 

 資料は、追加議案書の資料２ページをご確認

ください。 

 大阪狭山市社会教育委員は、令和５年４月の

第４回定例会の議案で選任の承認をいただき、

令和５年５月１日から令和７年４月30日までの

２年間の任期を委嘱しているところでございま

すが、委員の河田和仁氏から大阪狭山市社会教

育委員の退任の申出がございました。 

 あわせて、委員の選定に当たり、河田氏をご

推薦いただいておりました大阪狭山市ＰＴＡ連

絡協議会より、新たに村上優樹氏の推薦がござ

いましたので、河田氏に代わり、村上氏を社会

教育委員として委嘱したく、今回議案として提

出したものでございます。 

 なお、村上氏に社会教育委員を委嘱した場合

の任期は、大阪狭山市社会教育委員条例第３条

ただし書のとおり、前任者の残任期間であるた

め、令和７年４月30日までとなります。 

 以上、誠に簡単な説明ではございますが、ご

審議いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして何かご質問等ご

ざいませんでしょうか。よろしいですか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については承認されました。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、教育委員会定例会議を閉

会いたします。 

                  以上 

 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

  教育委員会教育長 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

  教育委員会 委員 

 

  教育委員会事務局職員 


